
昨年６月に「活動火山対策特別措置法」が一部改正され、国民の間に広く活
動火山対策についての関心と理解を深めるため、８月26日を「火山防災の日」
とすることが定められました。

８月26日は、明治44年に日本で最初の火山観測所が浅間山に設置され観測
が始まった日です。

次ページへ

「火山防災の日」特設サイトを開設しました

「火山防災の日」特設サイト
（https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/kazanbosai/index.html）

より多くの方に、火山の魅力や恩恵とともに、火山防災につい
て正しく理解していただく目的で、気象庁ホームページに開設。

（左記ＱＲコード または 「気象庁 火山防災の日」で検索）



次ページへ「火山防災の日」特設サイト トップページ

本特設サイトでは、気象庁のマスコッ
トキャラクター「はれるん」と、桜島が
ある鹿児島地方気象台のマスコット
キャラクター「ぼるけん」のやりとりを
通して、火山や火山防災について学
ぶコンテンツを多数用意しています。



次ページへ

〇コンテンツ例１ 「火山とは？火山の魅力」



次ページへ

〇 コンテンツ例２ 「日本の活火山の写真集」



問い合わせは
■三宅島火山防災連絡事務所

東京都三宅島三宅村阿古497番地
（三宅村役場臨時庁舎３階）
電話：04994 - 5 - 0980
（受付時間：平日の8時30分から17時15分まで）
休日、夜間の電話によるお問い合わせは、自動的に気象庁
火山監視・警報センターに転送されます。


